
第４回 長野県教員研修体系作成会議 次第 

 

 

                      日 時 平成 25年 11月１日（金） 

                          午前９時 30分～12時 

                      場 所 県庁８階 教育委員会室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議  事 

 

（１）長野県教員研修体系（案）について 

  ・パブリックコメントで寄せられた意見 

 

 

  ・キャリアアップ研修の実施について 

 

 

 

（２）長野県教員研修体系に基づいた研修実施に関する諸課題について 

  ・教員研修に係る連携の仕組、実施に向けた工程表 

 

 

 

（３）その他 

 

 

４ 閉  会 

 

 

1



 

 

「長野県教員研修体系作成会議」委員名簿 

 

（敬称略） 

氏  名 所 属 ・ 職 名 備 考 

松岡
まつおか

 英子
え い こ

 信州大学教育学部教授  座長 

伊藤
い と う

かおる 株式会社コミュニケーションズ・アイ代表取締役社長 座長代理 

荒井
あ ら い

英治郎
えいじろう

  信州大学全学教育機構准教授  

大倉
おおくら

 嘉郎
よしろう

 公益社団法人信濃教育会研究調査部長  

北澤
きたざわ

 嘉
よし

孝
たか

 小海町北相木村南相木村中学校組合立小海中学校長  

小山
こ や ま

 壽一
としかず

 上田市教育委員会教育長  

櫻井
さくらい

 達
たつ

雄
お

 長野県長野西高等学校長  

佐藤
さ と う

 洋美
ひ ろ み

  主婦  

藤澤
ふじさわ

 令子
れ い こ

 一般社団法人長野県経営者協会教育研修部課長  

米持
よねもち

 絹子
き ぬ こ

 長野県松本ろう学校長  

 

 ※任期は、委嘱の日から平成 26 年３月 31 日まで 
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第４回 長野県教員研修体系作成会議 座席表 

                          県庁８階 教育委員会室 

 

 

                  松岡座長    伊藤座長代理 

                    ○        ○ 

  

 

   

  

  

   

            ○    ○        ○         ○   ○ 

            春原   武田       笠原    大日方  三浦 
          企画幹兼課長補佐 教学指導課長        教育次長       義務教育   高校教育 
             兼総務係長                                               指導係長   指導係長 

 

 

 

報道カメラ 

 

        取材者席（12 席）              傍聴人席（21席） 

 

 

 

 

 

 

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 

 

 

○  ○  ○  ○  

 

○  ○  ○  ○  

 

○  ○  ○  ○  

 

 

 

入 

口 

入 口 

事 

務 

局 

席 

（ 

14 

席 
） 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

○ 
 

米持委員○                             ○荒井委員 

                               

藤澤委員○                             ○大倉委員 

 

 

 

佐藤委員○                              

 

櫻井委員○                             ○小山委員 
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 一人ひとりの子どもがもつ力を存分に発揮させ、児童生徒が自ら学ぶ教育を進める。また、地域の人々との信頼関係を深め、
連携し協働した学校づくりを進める。このことを基盤とし、長野県教育の理念を示した。 

 

 

 

 
 児童生徒の成長にかかわれることは教員の喜びであり、子どもと共に成長できることは教員のやりがいでもある。本県の教員
は常に「守り 育み 学び続ける」ことを使命・任務として自覚していたい。 
 

 

 

 Ａ 高い倫理観と使命感及び確かな子ども理解 

 Ｂ 確かな人権意識と共感力 

 Ｃ 地域社会と連携・協働する力 

 Ｄ 目標実現に向け、柔軟に対応する力 

 Ｅ 「教育のプロ」としての高度な知識や技能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県教員研修体系【概要】 

＜めざす人間像＞   知・徳・体が調和し、社会的に自立した人間 

 長野県の教員に求められる資質能力 

 
 

初任 ５年 10年 20年 30年 

 基 礎 形 成 期 

     伸  長  期 

    充  実  期 

次世代育成期 

管 理 職 期 

○自己の振り返りと、 
 今後のライフプランの
作成（校外研修２日） 

   （校内研修１日） 

  

     子どもの命と安全を守り、夢や可能性を育む       

     専門性を磨き、人間力を高めるために学び続ける 

 

「守り  育み  学び続ける」 

長野県の教員の使命・任務 

 
 

                子どもの内なる力を伸ばす教育   地域と共に歩む学校 

 

長野県の学校教育の理念 

 
 

初
任
者
研
修 

５
年
経
験
者 

 
 
 

研
修 

先輩教員の技に学ぶ姿勢 

後輩育成の使命の自覚・教育技術の伝達 

教科会や学年会を運営する力 

管理職としての 
倫理観や使命感 

 ライフステージに応じた教員研修 
 

 
 

実践の見返し・より深い理解 

10
年
経
験
者 

 
 
 

研
修 

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ 

 
 
 

研
修 

教育公務員としての法令遵守・綱紀の粛正・教員としてのあり方・人としての生き方 

よいものや必要なものを学ぼうとする意欲・児童生徒や保護者の話をよく聴く姿勢 

管
理
職 

 
 

研
修 

 
 

 

 １ 「集める」研修から、「出向く」研修へ  

 ２ 「広く人と交わること、体験すること」を重視し、 

   人間力を高める研修へ  

 ３ さまざまな機関と連携・協働し、開かれた研修へ  

 ４ 自主的な研修の重視  

 

 
 
 ・校内や近隣における身近な研修を大切にします。  

 ・教員だけでなくさまざまな方とのかかわりの中で、 

  多様な見方や考え方を学びます。  

 ・演習や実習等の体験的な研修により、実践的な力が 

   付くようにします。  

 ・自己の振り返りをもとに、今後の課題を明確にして、

教員としてのキャリアアップを図ります。 

先生方の研修はこう変わります 

 

 県教育委員会はこのような研修をめざします 

 

 

○ 自己課題を明確にする研修履歴 

 ・研修の計画と実施状況の記録 

 ・セルフチェックシートによる振り返り 

○ さまざまな視点からの研修評価 

 ・研修者の自己評価 ・研修実施者の評価と改善 

 ・研修結果を所属校等で広げる取組 

 

「学び続ける教員」を支援する研修履歴と評価 

新 

規 

長野県教育委員会 
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キャリアアップ研修の概要 

  ・充実期の教員としての資質能力の向上 

  ・ミドルリーダーとしての実践力の獲得 

目 的 
 

 キャリアアップ研修の内容 
 

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修
（
40
歳
代
の
２
年
間
） 

 

○ これまでの実践を振り返る 

   ・資質能力を高めてきたことを実感 

 

○ 充実期の教員としての専門性と人間性を高める 

○ 学校の中核としての実践力を身に付ける 

   ・教科指導、児童生徒理解、学級経営等の力を充実   

  ・組織マネジメント、リスクマネジメント等の力を獲得 

  ・地域の力を教育に活用する力を向上 等 

 

○ 将来を展望する 

   ・見通しをもってキャリアアップを計画 

 

学校現場で児童生徒とかかわりながら高めてきた資質能力 

 
Ａ高い倫理観と使

命感及び確かな

子ども理解 

Ｂ確かな人権 

意識と共感力 

Ｃ地域社会と 

 連携・協働 

 する力 

 

Ｄ目標実現に向け、 

柔軟に対応する 

力 

 

Ｅ「教育のプロ」 

としての高度 

な知識や技能 

 

     教員人生の更なる充実 

 

                
学校を運営する力 

次世代を育成する力 

校内研修 

<１日> 

 

校外研修Ｂ 

<１日> 

校外研修Ａ<１日> 
免許状更新講習 

としての位置付け 

50
歳
代 

キャリアアップ研修の計画 
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キャリアアップ研修の実施について（案） 
 

１ 目的 

  ・40歳代の教員が、自己実践を振り返り、今後の教員人生を展望することから、ライフステージに

応じた計画的なキャリアアップを考える。 

  ・充実期の教員としての専門性や人間性を高めるとともに、ミドルリーダーに求められる実践力を

向上させる。 

 

２ 対象者 

  10年経験者研修を修了し、免許状更新講習の受講期間に該当する 40歳代の教員 

  （免許状更新講習の延期手続き等により、40歳代で免許状更新講習を受講する必要がない場合、延

期後の免許状更新講習の期間に実施） 

 

（１）平成 26年度の場合 

   生年月日が、昭和 45年４月２日～昭和 46年４月１日の者 

    （免許状更新講習の修了確認期限が、平成 28年３月 31日となる「第６グループ」該当者） 

 

  ※生年月日が、昭和 44年４月２日～昭和 45年４月１日の者（「第５グループ」該当者）は、免許状

更新講習の受講期間の２年目に当たる年で、選択講習を履修済みであることも考えられることか

ら、対象者とはしない。 

   ただし、選択講習の規定単位をまだ修得していない者が、「キャリアアップ研修」を受講すること

は可能とする。 

 

  予想受講者数（公立学校の教員数 講師を除く） （文部科学省「平成 22年度学校教員統計調査」より） 

 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計 

第６グループ 

S45.4/2～S46.4/1 
１９８ １３９ ７９ ５７ ４７３ 

 

（２）実施期間と受講対象者の生年月日 

実施期間 生年月日 
免許状更新講習の 

グループ名 

平成 27年度～28年度 昭和 46年４月２日～昭和 47年４月１日 第７グループ 

平成 28年度～29年度 昭和 47年４月２日～昭和 48年４月１日 第８グループ 

平成 29年度～30年度 昭和 48年４月２日～昭和 49年４月１日 第９グループ 

平成 30年度～31年度 昭和 49年４月２日～昭和 50年４月１日 第 10グループ 

 

３ キャリアアップ研修の内容 

 次の研修を２年間で実施。 

（１）校外研修（２日） 

  ① 校外研修Ａ  

     県教育委員会が指定した免許状更新講習の選択講習を受講する。 

     （この講習を受講しないものは、総合教育センターで開講される同内容の研修を受講する。）  
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    ＜研修内容＞ ・長野県教育の現状と課題 ・学校組織マネジメントと危機管理  

           ・ライフプランの作成とシェアリング 等 

           ※少人数グループを中心にした参加体験型の研修とする。 

 

  ② 校外研修Ｂ 

     学校長と相談し、これからのキャリアアップのため、対象者にとって今、最も必要と思われ

る研修を行う。  

    ＜研修内容＞ （例） ・研究実践校の視察     ・専門的な技能を持つ人から学ぶ 等 

           ※自校以外での研修を原則とする。（旅費は県内での研修のみ支給） 

 

（２）校内研修（１日） 

   校外研修Ａ、Ｂで得た成果と、校内における自己の役割や研修実施についての振り返りを基に、

学校長との面談を通して、今後の自己の在り方をまとめ、研修報告書を作成。  

 

４ 研修実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ・校外研修Ｂの実施は、授業に影響のないよう、長期休業等で工夫する。 

 ・実施期間中の対象者の異動については、キャリアアップ研修の実施に支障のないように、学校長間

で連絡をとる。 

 

 

 

 

 

            ・学校長との面談を通し、キャリアアップ研修の目的を実現するための研

修計画を立案 
 
            「研修計画書」を市町村教育委員会、県教育委員会に提出  

               
 
            ・校外研修Ａ（免許状更新講習）の申込手続き（１年次に実施する場合） 

 

             

○校外研修 

校外研修Ａ（免許状更新講習（選択講習）として位置付け） 

校外研修Ｂ（最も必要とされる研修） 

              ・Ａ、Ｂの実施順は問わない 
 
             ○校内研修 

              校外研修の修了後、学校長との面談を通して「研修報告書」を作成 

            「研修報告書」を市町村教育委員会、県教育委員会に提出  

 

研修の計画 

研修の実施 

研修の報告 

４月 

２年間 

研修修了後～研修２年次の２月まで 

（研修を２年次に実施する場合も、１年次当初に提出） 

実施期間（２年間） 

7



５ キャリアアップ研修の実施に関して想定される対応 

 ○対象者がやむを得ない事由でキャリアアップ研修を実施することができないと判断される場合、「猶

予願」を提出し、次年度以降に実施することができる。 

（免許状更新講習については、「修了確認期限の延期」制度が適用） 

 

（１） 実施期間２年間の全てが休職や休暇等の期間と重なる場合 

 

 

 

 

 

 

    

   ・実施できないと判断し、計画書の提出段階で「猶予願」を提出。２年後以降、改めてキャリア

アップ研修を実施。 

    免許状更新講習では、休職や休暇等の期間中の受講も可能としているため、校外研修Ａを受講

しておくことは可能。 

 

（２）実施期間２年間の一部が休職や休暇等の期間と重なるが、計画的な対応ができる場合 

 

  ①前年度または年度当初から、休職や休暇等の期間となっている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②予め、実施期間の２年間で休職や休暇等の期間も終了すると計画されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・年度当初に、実施の有無を判断。 

   ア 実施する場合は、２年間で無理のない研修計画を立案して実施。 

     （休職や休暇等の期間中は、キャリアアップ研修は実施しない。） 

   イ 実施しない場合は、「猶予願」を提出。次年度から２年間の実施、２年後以降の実施等を計画

し、改めてキャリアアップ研修を実施。 

 

 

 

実施期間１年目 

43歳４月 44歳４月 45歳４月 

実施期間２年目 

  猶予願提出 休職・休暇等の期間 

  

43歳４月 44歳４月 45歳４月 

実施期間２年目 

 計画書または 
 猶予願の提出 

 

実施期間１年目 

休職・休暇等の期間 

43歳４月 44歳４月 45歳４月 

実施期間２年目 

 計画書または 
 猶予願の提出 

実施期間１年目 

休職・休暇等の期間 
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（３）実施途中で予期せず、休職や休暇等の期間と重なった場合 

 

  ①休職や休暇等の期間が、実施期間中に終了すると判断される場合 

 

 

 

 

 

 

 

   ア 実施を継続すると判断した場合は、２年間で無理のないように実施。 

    ・休職や休暇等の期間中は、キャリアアップ研修は実施しないことを原則とする。 

・計画の変更については、報告書に記載。 

   イ 実施を延長すると判断した場合は、「延長届」を提出。 

    ・次年度以降、キャリアアップ研修を実施。キャリアアップ研修を再開する年度の当初に、計

画書を新たに提出。 

    ・研修再開に当たっては、修了済みの研修は有効とし、修了していない研修のみを実施するこ

ととする。 

 

  ②休職や休暇等の期間が、実施期間以降も続くと判断される場合 

 

 

 

 

 

 

 

・実施を延長すると判断し、「延長届」を提出。 

   ・次年度以降、キャリアアップ研修を実施。キャリアアップ研修を再開する年度の当初に、計画

書を新たに提出。 

   ・研修再開に当たっては、修了済みの研修は有効とし、修了していない研修のみを実施すること

とする。 

 

 

「猶予願」…研修の対象者が、やむを得ない事由でキャリアアップ研修の全てを実施できない場合、年

度当初に提出。猶予された者は、次年度以降に研修を実施。 

「延長届」…研修の対象者が、研修の実施途中で、やむを得ない事由でキャリアアップ研修の全てまた

は一部を実施できなくなった場合に提出。延長した研修については、次年度以降に実施。 

 

43歳４月 44歳４月 45歳４月 

実施期間２年目 

 計画書提出 

実施期間１年目 

43歳４月 44歳４月 45歳４月 

実施期間２年目 

 計画書提出 

実施期間１年目 

 

休職・休暇等の期間 

休職・休暇等の期間 
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キャリアアップ研修「校外研修Ａ」の実施について（案） 

 

１ 実施方法  

受講者は次のどちらかの研修を、２年間のうちに受講。 

① 免許状更新講習（選択講習）として位置付けられた「キャリアアップ研修」 

② 総合教育センターで希望研修として位置付けられた「キャリアアップ研修」 

  （この場合は免許状更新講習とはならない） 

 

２ 開設期日 

（１）①の講習 

   年間６開設。 

 

 

 

 

   ・特別支援学校勤務者は、担当校種の講習を受講。 

   ・会場は、６講習の内４講習は総合教育センター、２講習は長野（教育）キャンパスとする。 

   ※信州大学開設の必修講習と同日にしないように配慮 

    H25の必修講習  ・ ７月第４週土日 ３講座（総合教育センター、長野（教育）キャンパス） 

             ・ ８月第１～２週 ５講座（長野（教育）キャンパス） 

             ・ ８月第３週土日 １講座（飯田女子短期大学） 

             ・11月第２週土日 １講座（長野（教育）キャンパス） 

             ・12月第２週土日 １講座（総合教育センター） 

 

（２）②の講習 

   総合教育センターの希望研修の中で、義務、高校の校種別に２講座を開設。 

 

３ 研修内容 

（１）研修の概要（①、②の講習とも、同内容とする） 

  ・尐人数（５人程度）グループによる参加型・体験型の研修とする。 

  ・自己の実践を振り返り、現在の自分の役割と今後のキャリアアップを考える機会とするため、実践の振

り返りとグループ内のディスカッションを位置付ける。 

 

（２）時間設定 

  ①の講習 

 ・講義・演習開始 8:40 

（昼食休憩12:20～13:20） 

 ・講義・演習終了16:00 

 ・まとめ（評価）16:10～16:30 

 

 

 

 

（案） 講習１、２（小中、高）   ７月 第１週の土曜日または日曜日 

    講習３、４（小、中）    ８月 第４週の土曜日または日曜日 

    講習５、６（小中、高）   11月 第１週の土曜日または日曜日 

②の講習 

・講義・演習開始 9:00 

 （昼食休憩11:50～12:50） 

 ・講義・演習終了16:30（まとめを含む） 
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（３）講習内容（案） 

内容 講習の展開 
時
間 

資質 
能力 

講習の形態 

１ 自己実践を振り返り、高

めてきた資質能力を実感 

 

 

 

 

 

 

（8:40～10:40） 

・個別にこれまでのキャリアを振り返りライ

フラインチャートを描く。 

・小グループで自己実践を発表し合い、ステ

ップアップしてきた自分を実感する。 

・長野県教育の課題を確認し合うことで、本

講習の目的を理解する。 

※持ち物 

 思いを込めた授業や学級に関する資料（授

業案や教材・教具、文集、アルバム等） 

１
２
０
分 

Ａ 

・ 

Ｂ 

 

 

・講義 

・全体演習 

・グループ協議 

・グループ演習 

・個別 

２ 学校における危機管理の

在り方を検討 

 

 

（10:50～12:20） 

・学校事故や生徒指導等の事例を基に、その

対応について考え、グループ毎に検討す

る。 

・未然防止の方法や指導について考え、話し

合う。 

９
０
分 

Ｄ 

・ 

Ｅ 

・講義 

・全体演習 

・グループ協議 

・グループ演習 

・個別 

３ 感情と向き合うことの必

要性を理解 

 

 

（13:20～14:50） 

・ストレスマネジメントやアンガーマネジ

メント等の必要性を知る。 

・小グループで、ロールプレイによる演習を

行う。 

・生徒指導等にも活用する方法を理解する。 

９
０
分 

Ａ 

・ 

Ｂ 

・講義 

・全体演習 

・グループ協議 

・グループ演習 

・個別 

４ 計画的なキャリアアップ

を立案 

 

 

（15:00～16:00） 

・今後の自分のライフラインチャートを予想

し、キャリアアップの計画を立てる。 

・一日の講習を振り返り、講習の成果や今後

の自分の取組を小グループで発表し合う。 

６
０
分 

Ａ
・
Ｄ 

・講義 

・全体演習 

・グループ協議 

・グループ演習 

・個別 
 

＜資質能力の説明＞ Ａ…高い倫理観と使命感及び確かな子ども理解  Ｂ…確かな人権意識と共感力   

Ｃ…地域社会と連携・協働する力 

          Ｄ…目標実現に向け、柔軟に対応する力  Ｅ…「教育のプロ」としての高度な知識や技能 

 

11



※　 初 2 3 ＝ 5 ＝ 10 ＝

年齢 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

22歳採用 初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

初 2 3 5 10

10年経験者研修

24歳採用

25歳採用

26歳採用

27歳採用

初任者研修 ５年経験者研修

45歳採用

36歳採用

34歳採用

35歳採用

28歳採用

29歳採用

30歳採用

31歳採用

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
研
修

40歳採用

41歳採用

42歳採用

43歳採用

旧免許状を所持する教員のキャリアアップ研修の受講

44歳採用

更新講習 更新講習 更新講習

23歳採用

37歳採用

38歳採用

39歳採用

32歳採用

33歳採用

40歳代で10年経験者研修が修了し

ないため、キャリアアップ研修は実施

しない。

キャリアアップ研修を、10年経験者研

修の一部として位置付けて実施。

10年経験者研修修了後、キャリアアップ研修

の校外研修Ｂ「必要とされる研修」を、適宜実

施。

資料１－１
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20歳台 30歳代 40歳代 50歳代 合計

小学校 95 14 3 0 112

中学校 102 31 3 0 136

高等学校 72 39 6 4 121

特別支援学校 26 4 0 0 30

養護教諭 5 2 0 0 7

合計 300 90 12 4

割合 73.9% 22.2% 3.0% 1.0%

30～32歳 33歳 34歳 35～39歳 合計

小学校 9 1 1 3 14

中学校 16 6 2 7 31

高等学校 3 1 6 29 39

特別支援学校 1 1 0 2 4

養護教諭 0 0 0 2 2

合計 29 9 9 43 90

割合 7.1% 2.2% 2.2% 10.6% 22.2%

平成25年度　新規採用教員の年齢

406

             10年経験者研修とキャリアアップ研修が重なる状況

10年経験者研修修了後数年で

キャリアアップ研修を実施。
キャリアアップ研修修了後
10年経験者研修を実施。

資料１－２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

三者は、より有効な研修について情報

を交換し、研修を進める。 

 

 

 
 
 

大学等 

外部機関 

 

 

 
 
 

 教頭、教務主任 

 ○ 県教育委員会は、教頭や教務主任を対象とした研修を充実させることで資質

能力の向上を図るとともに、校内研修活性化のための支援をする。 

  て実施し、 

 
 

 

 

 
 
 

校 長 会 

  教員研修に係る連携の仕組 

○ 県教育委員会は、県小中学校校長会や高等学校校長会、特別支

援学校校長会が設置する教員研修に係る委員会との連携・協働

を一層進める。 

○ 県教育委員会は、郡市校長会等が実施する研修や自主的な取組

を支援する。 

市町村教育委員会 

○ 県教育委員会は、市町村教育委員会の教員研修担当者 

  への研修を実施する。 

○ 県教育委員会は、市町村教育委員会連絡協議会等にお 

  いて、研修の内容と方法及び成果等の情報を、随時提 

  供する。 

 

 

 
 
 

・教員研修を企画・運営する。 

・教員研修を常に評価・検証し、 

 改善に努める。 

 

・教学指導課を事務局とする内部委員会 

 を常設し、連携・協働して、効果的な 

 教員研修を進める。 

・指導主事は、研修実施者としての力量 

 を上げるために、常に研鑽に努める。 

長野県教育委員会 

（組織図） 

長野県教員研修 
改善委員会 

教育 
事務所 

総合教育 
センター 

事務局 
各課 

教学指導課 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

連携・協働 

連携 
・ 

協働 

・研修を検証し、 
改善点を指摘 

 

情報の共有 
・研修を評価し、 
成果と課題を提出 

 

 

連携 
・ 

協働 

情報の共有 

研修実施 
の支援 

情
報
の
共
有 

研
修
実
施
の
支
援 

研修実施 
の支援 
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10月 11月 12月 １　月 ２　月 ３　月

初任者研修

10年経験者研修

５年経験者研修

キャリアアップ
研修

学　　校

関
係
機
関

市町村教育委員会

校長会

大学等

校内研修の活性化について

局内各課等

総合教育センター

研修の記録について

取　組　内　容

長
野
県
教
育
委
員
会
事
務
局

「長野県教員研修体系」実施に向けた工程表（案）

全体推進

平成25年度
平成26年度

指
定
研
修

校内研修の充実

５月 校長研修会

キャリアアップ研修、校内研修活性化等

について研修

～10/12 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

10/31定例教委

「意見交換会」

11/1 第４回長野県教員研修体系

作成会議で決定

11/20 市町村教委

代議員会で説明

11/26 県小中理事常任委員会

12月第２週 高等学校校長会 で説明

11/14  定例教委「研修体系」の了承

２/７ 免許状更新講習

関係者打合会

キャリアアップ研修実施の

説明

キャリアアップ研修の実施

平成26年度に

43歳となる教員を対象に実施

予備名簿の作成
H26、27年度の対象者

の抽出

信大で確認 ２月中旬

信大が文部科学省へ申請

県教委ＨＰ等への掲載 （個人用）研修記録シートの利用

他課等との検討 既存のシートを有効活用

学校等へ手引の配布

更新講習
の設定

対象者確定

「校外研修Ａ」の内容と

実施方法を検討

実施計画
・「長野県公立学校教

員研修要綱」の修正

・実施要綱の作成

「長
野
県
教
員
研
修
体
系
」

の
公
表

11/8

初任者研修実施委員会

10年経験者研修運営委員会

・来年度の方向確認

2/18

関係学校長等

連絡協議会

初任者研修の実施

4/ 8 教職基礎研修Ⅰ（高校）

4/15 スタート研修（義務）

受講対象者

の抽出と確認

（学校）

10年経験者研修の実施

５年経験者研修の実施

「長野県教員研修体系」による

研修の実施

平成26年度開設講座について検討、準備（キャリアアップ研修を含む）

平成26年度開設講座や学校支援について検討、準備
改善状況を

教学指導課に報告

11/13

全県指導主事会議で説明

「体系」をもとに改善された研修と

学校支援の実施

「体系」をもとに改善された研修の実施

手引書や事例集を活用した

校内研修の実施

「体系」をもとに改善された研修の実施各学校へ周知

県小中理事常任委員会（1/23）及び郡市校長会、高

等学校校長会でキャリアアップ研修と校内研修の活

性化について説明

「体系」や「校内研修手引書」をもと

に、次年度の校内研修等の計画
キャリアアップ研修

を学校通知

総合教育センター

と打合せ

各学校で確認

校内研修手引書の配付

ＨＰへの掲載

職員会議等で

読み合わせ

研修の評価方法を検討

（個人用）研修記録ｼｰﾄ
の作成

手
引
の
作
成




